
11

ＨＨＯＯＴＴ

ほほっっとと
　　　　　　　　　　　　　　　　　10 月に販売を開始した、岩手県のオリジナル水稲品種「銀河の　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　しずく」。今回は、今年「銀河のしずく」を栽培した認定農業者の

　　　　　　　　　　　　　　　　星川忠博さん（舘前行政区）からお話を伺いました。

　「栽培して感じたのは、病気に強いことと稲が倒れにくいことです。

また、炊いたお米には透明感があって、食欲をそそります」と話す星川

さん。米と原木しいたけの栽培で忙しい毎日を送りながら「二人の子供

の笑顔を見るとほっと一息つける」と優しい笑顔を見せていました。

　星川さんが子どもたちの笑顔を思い浮かべながら、愛情を込めて育て

た「銀河のしずく」。星川さんは「久しぶりの岩手新ブランド米という

こともあり、生産者は県民の皆さんの期待に応えようと毎日がんばって

います。私たちが心を込めて栽培した「銀河のしずく」をぜひ食べてみ

てください！」と話してくれました。

農業委員会だより

　矢巾町の風景に欠かせないのが田んぼや畑などの農地です。農業委員会

から、未来に残したい田畑の四季折々の姿や農家の思いをお伝えします。

秋秋
　の　の
　　巻　　巻

町内でも栽培！

「銀河のしずく」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    全国農業新聞は、（一社）全国農業会議所が　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行する農業の専門誌（月 4 回金曜日発行）

で、農業をとりまく情報のほか、これからの農業経営に役立つ新しい知識、技術を紹介しています。

購読（月 700 円、送料・税込み）の申し込みやお問い合わせは、農業委員会事務局（☎ 611-2542）へ。

「全国農業新聞」を購読しませんか

 9月 21 日、星川さん（前列中央）
のほ場で「銀河のしずく」の刈取
り作業が行われました

～ 11月は児童虐待防止推進月間～

「さしのべて あなたのその手 いちはやく」
　

　児童虐待は「しつけだから」と保護者の意図で判断され

るものではなく、子どもにとって有害かどうかで判断され

るものです。不自然な傷や行動、不健康な状態など、 子ど

もの様子がおかしいと感じたら、児童家庭相談窓口へ相談

（通告）してください。

　児童虐待の通告は、国民の義務として法律で定められて

います。また、調査の結果虐待でなかったとしても、通告

者の責任は問われず、秘密は厳守されます。

▼相談（通告）先　子育て支援センター

児童家庭相談窓口（☎ 611-2830）
▼相談受付時間　平日午前 9 時から午

後 5 時まで　※時間外での緊急時は役

場代表電話（☎ 697-2111）で受け付け

ます。　

▼ 業務内容　グレーダー、ローダー

での町道などの除雪作業

▼募集人員　2 人

▼雇用期間　12 月～翌年 3 月

▼勤務場所　町内

▼ 勤務時間　不定（通常は降雪時の

午前 2 時～午前 7 時。日中勤務あり）

▼時給　午前 7 時～午後 6 時：3,200 円

午後 7 時～午前 6 時：3,600 円

▼ 応募資格　大型特殊免許および労

働安全衛生法による技能講習修了証

を所持し、期間中昼夜、休日を問わ

ず除雪出動要請時に勤務できる方

▼ 申し込み・問い合わせ　役場道路

都市課地域整備係（☎ 611-2632）

大型除雪車のオペレーター
を募集しています


